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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則（※）（総務事務センター取扱い）１

鹿児島県職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年３月29日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第27号

鹿児島県職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則

鹿児島県職員等の旅費支給規則（昭和26年鹿児島県規則第36号）の一部を次のように改正す

る。

別記第１号様式その１中

「
級 居 住 地 金 融 機 関

区 氏 名 (承諾印) 居住地起点名 在勤公署起点名 本 支 店 名 支給額

分 出発区分 到着区分 預金種別 口 座 番 号

」

を

「
級 居 住 地 金 融 機 関

区 氏 名 居住地起点名 在勤公署起点名 本 支 店 名 支給額

分 出発区分 到着区分 預金種別 口 座 番 号
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」

に改め，同様式その１備考１中「鹿児島県陸路キロ程表」を「鹿児島県起点表」に改め，同

様式その１備考１を次のように改める。

 居住地から直ちに旅行する場合には出発区分の欄に「居住地発」と，居住地を

到着地とする場合には到着区分の欄に「居住地着」と表示すること。

別記第１号様式その１備考１中「受領印を徴して」を「受領印又は署名を徴して」に改め，

同様式その１備考ただし書中「受領印」を「受領印又は署名」に，「旅行命令権者等責任者

が認印を押印して」を「摘要の欄に「○月○日現金支払済」と表記の上，旅行命令権者等責任

者が記名押印又は署名をして」に改め，同様式その１備考１に次のように加える。

 旅行完了の証明については，記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

別記第１号様式その２中

「
予 算 主 務 課 会計区分 繰越 款 項 目 事業 依 頼 課

｣

を

「
予 算 主 務 課 会計区分 繰越 款 項 目 事業 依 頼 課

｣

「 「

氏 名 (承諾印) 氏 名

に， を に改め，同様式

」 」

「 「

承

諾 旅費額 旅費額

印

その３中 を に改め，同様式その３備考中備考を備考１
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」 」

とし，同様式その３備考に次のように加える。

２ 旅行完了の証明については，記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

別記第２号様式その１中

「
級 居 住 地 金 融 機 関

区 氏 名 (承諾印) 居住地起点名 在勤公署起点名 本 支 店 名 支給額

分 出発区分 到着区分 預金種別 口 座 番 号

」

を

「
級 居 住 地 金 融 機 関

区 氏 名 居住地起点名 在勤公署起点名 本 支 店 名 支給額

分 出発区分 到着区分 預金種別 口 座 番 号
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」

に改め，同様式その２を削り，同様式その３中

「

氏 名 （承諾印）

を

」

「

氏 名

に改め，同様式その３を同様式その２とし，同

」

様式その４を削る。

「

氏 名 （承諾印）

別記第３号様式中 を

」

「

氏 名

に改める。

」

別記第４号様式備考中備考を備考１とし，同様式備考に次のように加える。

２ 旅行完了の証明については，記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

「

氏 名 （承諾印）

別記第５号様式中 を

」

「

氏 名

に改め，「」を削る。

」

「

氏 名 (承諾印)

別記第６号様式中 を

」

「

氏 名
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に改め，「」を削る。

」

別記第７号様式その１中

「
級 居 住 地 金 融 機 関

区 氏 名 (承諾印) 居住地起点名 在勤公署起点名 本 支 店 名 支給額

分 出発区分 到着区分 預金種別 口 座 番 号

」

を

「
級 居 住 地 金 融 機 関

区 氏 名 居住地起点名 在勤公署起点名 本 支 店 名 支給額

分 出発区分 到着区分 預金種別 口 座 番 号

」

「

氏 名 (請求印)

に改め，同様式その２中 を

」

「

氏 名

に改め，同様式その３を削り，同様式その４中

」

「 「

氏 名 （請求印） 氏 名

を に改め，同様式
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」 」

その４を同様式その３とし，同様式その５を削る。

「 「

請

別記第８号様式その１中 求 を に改め，同様式その２中

印

」 」

「 「

請求
摘 要 摘 要

者印

「 「

職 を 級 に， を に改める。

」 」
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」 」

「 「

氏 名 (請求印) 氏 名

別記第９号様式中 を に改

」 」

める。

「
職 名

請求印
氏 名

別記第10号様式その１及びその２中 を
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」

「
職 名

氏 名

に改める。
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」

附 則

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県職員等の旅費支給規則の規定は，令和４年４月１日以後に出発する旅行

について適用し，同日前に出発する旅行については，なお従前の例による。

３ この規則の施行の際，現に改正前の鹿児島県職員等の旅費支給規則に規定する様式により

作成されている用紙は，当分の間，必要な調整をして使用することができる。


